
北海道草地研究会・北海道家畜管理研究会 2010年度合同シンポジウム

「公共牧場を再考する 一過去・現在・未来一」

総合討論

司会:お待たせいたしました。それではシンポジ

ウム『公共牧場を再考する』の総合討論を始めた

いと思います。ここからは座長団の一人である私

(近藤)が司会および座回しを務めます。 4人の

先生方にいろいろな問題をいろいろな角度から提

示していただきました。多分、時間的な制約もあ

って、それぞれの先生方に対する質問をしたかっ

た方もいらっしゃるとは思いますけれども、『公共

牧場を再考する』という問題点で、最後に八木さ

んが非常にうまくまとめてくれたようなところも

ありますので、それぞれのお立場から何が問題な

のかというのをもう一回明確にして、それから議

論していこうかと思います。

八木さんは草の立場から、今ちょうど発表され

たばかりなので、もう一回繰り返すことになると

思いますけれども、その前の問題とそのあとの問

題もしっかりおしゃべりになったので、何が問題

なのかということを言っていただいて。大坂さん

は晴乳の問題と、それから、繁殖の問題で、最後

に公共牧場の問題に振られましたけれども、立場

上いろいろなところで見てらっしゃるので、その

辺りも含めてご指摘いただきたいと。三宅さんは

ご自分の牧場で、おれのところは問題ないんだと

言ってしまえばそれまでですけれども、そのお二

方の意見を受けた上で、私のところはこうだけれ

ども、全体に見てここが問題だろうということを

言っていただけるとありがたいと思います。最後

に安武先生から、 トータルな上で、一番最初にお

話しいただいた面と、今のシンポジウムの中でさ

らに明らかになってきた面があればと思、います。

よろしければ八木先生からお願いいたします。

八木:私がまず一番問題だと考えているのは、公

共草地でどうして集約放牧ができないのかという

点です。実際に取り組んで、改善している牧場もあ

るので、やればできないことはないとは思うので

すが、ほとんどまだ取り組まれていないので、そ

この技術伝達といいますか、普及というのがもう

少しどうにかならないものかと考えています。

それと、最後に言いましたけれども、現状では

放牧強度が十分かけられない放牧草地があると。

そういうところで、集約放牧を仮に導入したら、

集約放牧を取り入れることで面積あたりの家畜頭

数、収容力が増えますので、集約放牧していない

草地ではなお草がより余ってしまうというときに、

そのような草地をどのように管理していくのかと

いう点が。それは技術の問題ではないかもしれま

せんが、どう解決すればいいのかという点が気に

なります。以上。

司会:ありがとうございます。用語ですけれども、

集約放牧とぱっと言われて、そういうものがある

として議論されているようなところがあるのです

が、一時代前まで、特に草地が中心となっていた

ときに、ストリップ放牧のことを集約放牧と言っ

たことがあって、集約放牧とは何だという話が一

時期随分やられたこともあるので、今、八木さん

のご発表やお話を聞いていると、放牧密度を高め

たような、そういうのを集約放牧と言うという感

じですけれどぶそういう解釈でよろしいですか。

八木:はい。

司会:はい、わかりました。どうもありがとうご

ざいます。大坂さん、お願いいたします。

大坂:私が一番思ったのは、今回のお話もそうだ

ったのですけれども、晴乳ということをかなり皆

さんがやられてきている中で、やはり技術の問題
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かどうかわかりませんけれども、かなり情報とし

て、よく行くと、かなり基本的な質問が多かった

り、もう少しいろいろな方と連携を組みながら、

デー夕、情報を共有できるようなところがあれば

もっとスムーズにいくのにということを一つ思っ

たのふそれから、今回、触れませんでしたけれ

ども、かなり寒さに対して、施設に対しての考え

方ということもすごく少ない。寒冷です。コール

ドストレスのほうの考え方というのをもう一回考

えるべきと言いますか、建物のほうから。これは

実を言うと、根釧にいた時に建築会社の方が言わ

れていて、実は牛舎に対してのほとんどノウハウ

がないので、いろいろなd情報を得ながら物事をつ

くっていきたいということも言われたこともあり

ますので、やはり作業性ということだけではなく

て、ウシの立場から考えた建物ということがすご

く感じていたところです。一番大きいのはやはり

晴乳期ではないかと思っています。

司会:はい、ありがとうございます。三宅先生、

お願いいたします。

三宅:私のお答えするような研究…。まず八木さ

んのほうからお話があった、集約放牧が取り組め

ない公共牧場はどうしてなのかということです。

やはり情報も多分ないと思うのですけれども、放

牧する方法のもともとのやり方が変えられない。

今のままでは駄目なのだということを何となくわ

かっているのだけれども、それを具体的にどう改

善しょうかという、 l歩踏みだすこともなかなか

勇気がない。僕が見ていて思うのは、あとで公共

牧場の方も来ているので怒られるかもしれないの

ですけれども。うちに結構な牧場さんが見にきた

り、研修に来るのですけれども、やはり帰ってか

らl歩踏み出せないのが一番問題で、それと、先

ほど僕が話した、草のある、ないという認識がど

うもできないみたいです。ですから、ある程度草

が伸びて、あるところにウシを放さないと安心で、

きないというところからどうも抜けきれないので

はないかと僕は思っています。

放牧強度をかけられない草地をかけられるよう

になって、余剰草の対応をどうするかと。放牧強

度をかけられないというのはいろいろな理由があ

ると思います。まず草の密度が一番の問題になる

かと思うのですけれども、やはり草を伸ばしてし

まうと密度はどんどん落ちます。これは現状です。

ですから、放牧強度を逆にかけてやったほうが、

要するに草を仲ぼさないように、短草を常に意識

するようになると、密度が。これは少し時間がか

かるので、今年やって今年すぐということにはな

かなかならないのですけれども、そこはいろいろ

なことで対応して、草地を作り上げていくという

意味で、放牧強度をかけてやって、草がそれに応

えてくれるようになるまで少し時間がかかるとい

うことです。

少し余剰草の話をさせていただければ、スプリ

ングフラッシュが一番顕著だと思います。やはり

放牧を始める春に、なるべく早く、草がまだない

ぐらいの時期から放牧を始めるというのが実はう

ちのコツです。というのは、ウシもまだ牛舎の中

にいる聞の餌用になったおなかです、胃の中が。

それが放牧して生草を食べるまでにはやはり準備

が必要です。草のたっぷりあるところから始めて

しまうと、いきなり変わるものですから、ウシも

なかなかストレスを感じて、一回体重が落ち込み

ます。それを草のない時季から、ちょっとした工

夫が必要ですけれども、放牧を始めると、そんな

に草も余らせないし、コンスタントに使える。そ

れから、ウシも徐々に青草が入ってくることで、

だんだん草が夏に向かつて伸びていきますから、

徐々に量も入ってきて、徐々に食べられるように

なってという両方の効果で、うちは落ち込みがな

くなったということです。

それから、大坂さんのほうの晴乳の技術の確立

がまさにこのとおりで、うちが平成12年に始めた

時、 l年先に同じ十勝管内の新得が始めたので l

年、その前に僕らも職員を派遣して研修して始め

たのですけれども、とにかく最初はひどい状態で、
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地元の共済の獣医さんも、実はホルスタインのチ

ビちゃんの治療の仕方もなかなか確立していなか

った状態です。一緒に相談しながら、常に協議し

ながら進めてきたのが現状です。そういうことで

すから、まだ確立はしていないと思います。当時

は、誰に聞いてもというか、聞く人もいなかった

わけです。それが、このごろ、少しずついろいろ

な例が出てきましたので、そろそろ情報の共有化

を図って、何か協議会みたいなものをという動き

も若干あって、本格的に誰かがやらなければなら

ないと思っています。

それと、寒さ対策ですけれども、僕らの育成期

の考え方で、もともと、そんなにいくら寒くなっ

ても寒冷地の動物なのだから大丈夫だろうと、実

はなめていたところがありました。やはり寒さで、

死ぬまで、は行かなかったのですけれども、これは

駄目だなということで。それで、、暖房を用意して、

皆さんご存じだと思いますけれども、全体的に温

めてしまうと絶対駄目です。かえって肺炎などが

まん延しますので。ですから、牛舎の中で少し弱

ったり、少し寒いというウシが温かいところに行

ける場所、選んで、行ける場所を作ってやるという

のがいいのかなというので、うちはそのようにし

ています。そういうところでよろしいでしょうか。

司会:はい、ありがとうございます。三宅さんか

らのご指摘、八木さん、大坂さんにお応えする形

ですが、ただ、現実の問題として、放牧方法が変

えられないとか、草のあるなしの判断ができない

とか、そういった問題点があるだろうということ

です。

では最後に安武先生、お願いいたします。

安武:全体の話として、私から。個別の話につい

てはあまりできないので、すけれども。結局、最初

に八木さんが言われたように、今、草地に対して

入っている家畜が少ないと。むしろ、もっと家畜

を増やせれば、それなりに草地は活性化するとい

う、そういうのが一つの問題としてあるのだろう

と思います。ただ、現実にそれを、ある地域では

家畜を利用してもらおうにも、その辺りに家畜が

いなかったりする地域も出てきているだろうと思

います。そういう意味では、全体の再編といいま

すか、牧場の再編というのはやはり避けて通れな

いところがあるのだろうと思います。ただ、既に

できたところをいかにうまく活用するかというの

は、やはりこれは地域のアイデアというのをもっ

と考えていく必要があると。先ほど、私が全体の

中でも、ただウシだ、けで、はないということで、や

はり最近では家畜にも多様な家畜、要するに動物、

そういうのが求められて、国民全体もそういうの

を欲しているところもあるわけで、それもウシだ

けではもうどうしようもないところはそういうこ

とも含めて考えるということも必要ではないかと

いう気がします。

要は、その地域に合ったこれからの牧場の在り

方をそれぞれの人たちがどうすればいいかという。

そのすべてが浦幌牧場の三宅さんのところのよう

なものにはならない。こういう素晴らしい草地管

理ができれば、それはみんなウシは寄ってくる、

利用者は寄ってくるのでしょうけれども、では全

部がそうなれるかというと、なかなかなれないと

ころもあるのだろうと思うので、地域に合った対

応というのが必要ではないかと。

あとは、やはり人の問題だろうと思います。公

共牧場の管理体制というのが、どうしてもやはり、

昔ほどで、はないのでしょうけれども、まだまだ親

方日の丸的なところがあるようなところがやはり

落ちていくのだろうと思うので、管理体制、人事

体制についてもやはり公共牧場のトップの人たち

がしっかり考えてやっていく必要があるのではな

いかと思います。

少し変な話になりましたけれども、以上です。

司会:管理体制というか、考え方自体をもう少し

というお話だ、ったと思います。公共牧場の問題点、

古くて新しいのですけれども、何が問題なのかと

いう点で、今、 4人の先生方にご意見をいただき

ましたけれども、フロアから、私は絶対こう思う
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ということや、先生はそうおっしゃいますけれど

も、私は違うと思うというご意見がございました

ら、賛成でも反対でもよろしいのですけれども。

これは皆さん、いろいろとご意見があると思いま

すが、いかがでしょうか。

はい、三枝先生、どうぞ。

三枝:怒られるかもしれないと思ったので最初に

言います。皆さんのお話をとても興味深くお聞き

しまして、地域に合った技術だとか、アイデアを

使ってそれぞれの地域で工夫していくことが重要

だということがよくわかったのですけれども、全

体的に見て、そもそも公共草地が多すぎるという

ことはあるのでしょうか。高度経済成長の波に乗

りすぎて、本来、開発しなくていいところまで開

発してしまったために、今、活用できるところは

元気に頑張っているけれども、どうしようもない

ところも、もしあるのであれば、それをそうだと

いうことで理解していいのであれば、私たち土壌

肥料のほうは、土地の評価するいろいろなノウハ

ウを持っているわけなので、例えばこの土地条件

から言うと、草地で維持するよりも森だとか谷地

に戻したほうがいいとか、ここはやはり多少厳し

くても生産性を持った農地として維持していくべ

きだとか、経狩性だとか、生産性だとかというよ

りは国土保全的な見地から技術開発をしていくこ

とも必要かと思って。技術だけで、生産性だけで

この公共草地を活性化できるというのであれば、

それに一生懸命になればいいと思うのですけれど

も、それをやっていった結果、過当競争で、今の

中山間地のように耕作牧地がたくさんになってし

まったということになると、そこは計画的に何か

考えていく必要もあるかと思ったものですから。

そういう、全体的に見ると土地余りがあるのだと

いうことを認めてよいかどうかというのはどうお

考えでしょう。

司会:それは聞いてはいけないこと。冗談です。

恐らく今のは本質的な質問で、もしかしたらそう

いう部分があるかもしれない。全部が全部そうで

はなくてというのではなくて。ではもしそうだっ

たら、それはやめたほうがいいしというのは正し

い指摘だと思います。

今の4方の先生の中で、八木先生が公共牧場な

どの報告書などを全部まとめて、まとめたものを

お読みになって、最初のほうを作られたので、そ

の辺り、もしそういう記述があったとしたらとい

う部分と、それから、八木先生自体、草地の問題

として、今、三枝さんが言われたことを、少し先

輩ですけれども、遠慮、会釈なく、関係ないと言い

張るなら言い張ってもいいと思うのですけれども。

それから、安武先生に、もう先生はこれで馬事

協会も辞められたので、思い切って、あれは間違

いだったとでも構いませんから、どうぞ言ってく

ださい。

八木:ではまず私から。報告書をいろいろと読ん

だのですけれども、その報告書には、やはりあれ

は多すぎたという記載は一切ありませんでした。

当たり前だとは思うのですけれども。できるだけ

活用しようというお題目は必ずありまして、どう

するのかといいますと、結局のところ、生産性を

上げて、農家の理解を得て、預託頭数を稼いでも

っと活性化しましようというのに終始してしまっ

ているというか、それ以外にはないかと思うので

すけれども、そのような認識になっていると思い

ます。

今、三枝さんが多すぎるのではないかという問

いに対して、私はどう思うかという点ですが、確

かに現状の預託数で割合を見ますと、 2割しか利

用していないということ、実際は草地が余ってい

るということで、残りの8割を全部公共牧場にあ

げたらもっと利用割合は高まると思うのですけれ

ども、なかなかそうはならない現状があると思い

ます。ですので、増えたとしてもそれほど増えな

いと思、いますので、やはり公共牧場の草地面積全

体は、需要に対して若干というか、どのぐらいか

という量的な評価はできませんけれども、少し多

いかという感触は持っています。
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司会:感触、確かにそう感じるところはあると思

います。八木先生がご指摘になった、放牧地に対

して入っている頭数が少なすぎるというのは、や

はり預ける人が少ないからだと。そこから今ある

日本の頭数でというのは、安武先生も計算して見

せましたけれども、そういうところから見て、ど

うしてか出してくれないというだけではなくて、

そこのところはどうかと思うのがーっと、それか

ら、 70年代、 65年、 70年、 75年という時に作って

きたのですけれども、あの当時の濃厚飼料対粗飼

料比が8対2ぐらいです。圧倒的に濃厚飼料のほ

うが少ないです、乳牛について言えば。今、北海

道でさえ、 5: 5ぐらいですね。安くて手に入り

やすい濃厚飼料をものすごく使うようになってし

まった。頭数が少し減っているぐらいですか。乳

牛でもかなり減っているか。北海道は少し。その

辺りを考えて、出せる余裕があるのかと。出せる

と言ったらおかしいのですけれども。現状、これ

から、最初に申し上げたように、濃厚飼料はます

ます不安定になるでしょうというときに、どうな

のでしょう。さらに八木先生は、例えば集約的な

使い方と省力的な使い方と考えていくと、それも

含めると、まだまだあっていいのではないかとい

うことも言えるので、はないかと思います。

それから、八木さんのあとに同じ問題を大坂さ

んと三宅さんにもお答えを。

八木:今、近藤先生がおっしゃったように、草地

を使い分けて、省力的なところと集約的な使い方

という。集約的なところは現状ぐらいでいいかと

思うのですけれども、これから、もしかして公共

牧場に預けるウシが増えてきたと仮定しますと、

そのウシを収容するために、やはり草地は草地の

状態でとっておかないといけないと思うのです。

そうなると、現状ではウシが足りないので、なか

なか余剰草が出て困るのですけれども、将来のた

めにとっておくというので、単位面積あたりの生

産性を追求する草地管理技術ではなくて、できる

だけ低コストで省力的に土地を維持管理できる、
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言ってみれば、芝草地みたいなイメージで、その

ような北海道版芝型草地というものがあればいい

かと感じます。

司会:今の考え方に、例えば三枝さんがおっしゃ

った、省力的であって、かっ景観維持とか、地形

保全とか、そういう観点、もそういったところに入

ってくるのだろう。そうすると、さらに難しい技

術レベルになってくるのですけれども、その辺り

はいかがですか。

八木:確かにおっしゃるとおりにとても難しいし、

実際、私がそこでどんなことができるのかという

のが見えません。今のところ、そのような視点で

研究に取り組まれている方はあまりいないと思い

ますので、今後、重要なところになるとすれば、

私も少しくらいはやっていきたいかなと思います。

大坂:私は今、ウシから離れていて、最近のデー

タはよくわからないのですが、私のイメージとし

ては、確かに農家戸数は減っているけれども、ウ

シはそんなに減ってはいないと思っていて、にも

かかわらず、公共牧場が余っているということは、

かなり人的要因が多いのではないかと。つまり、

三宅場長、今は社長でしたか。のような方が、逆

に言えば、積極的に、コンサルタント的に、各、

そういうような場所に行って技術を移植していく

というようなことだと、私はあるような気がする

のです。その条件が良ければ、そういう形でいろ

いろな面で復活していけるような公共牧場もある

でしょうし、もう一つ、ウシが、また言ってしま

いますけれども、立場から行くと、必ずしも、ウ

シが生まれてから大きくなって、分娩して泌乳し

てというその中で、すべて良質な粗飼料だけが必

要なわけではないと。ある程度かさばった、食べ

ても太らないような餌だ、って必要な時期はあると。

そういうことも考えていくと、確かに草をいい状

況で使うというのは、それはそういう時期にはめ

る的には非常に重要ですけれども、そうではない

時期の場合に、かなり省力的に、例えば採草だけ

を目的に、こういう餌なんだというような、ウシ
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の生理的なものとか、その時期に合うような草を

作っていく場所ということだ、って考え方としては

あるのではないかと私は思うのです。

三宅:先ほど、三枝さんのほうから、公共牧場を

作りすぎたのではないかという話があったのです

けれども、全体でなくても、例えば私の公共牧場、

浦幌町の牧場だけでも結構急傾斜地で、かなり無

理なところを草地化してしまったところが実はあ

るのです。ですから、全体の公共牧場を l個 l個

見て、つぶしていいかとか、いらないとかという

ことよりも、各牧場でそこまで無理して、維持管

理が非常に難しいし、お金もかかるわけです。機

械も入れないようなところもあります。そういう

ところを一部山に返すとか、木を植えるとかとい

うことは必要かと前々から思っているところです。

ただ、全体の公共牧場がそういうことをしてどん

どん減ってもいいのかというと、これから、多分、

将来、円安になった時に、非常に粗飼料が重要に

なってきます。今、大坂さんのほうからお話があ

ったように、餌の組み合わせをやることによって

配合などをかなり抑えることができますので、購

入飼料。草地はまだまだ、あってもいいと僕は思っ

ています。

というのは、町村単位で見るふうちの浦幌町

は、今の組飼料や草は余っているから、大体いい

ところを行くのですけれども、例えば隣の豊頃を

見ると、かなり足りないのです。町村単位で考え

ないで、、周辺もにらんで、周辺で草を供給したり

ということも公共牧場にはやれることですから、

そういうふうに。今、どこの農家ヘ行っても、結

構、輸入乾草を積んであります。これも今、円高

だから買えるのだと思います。牧草の値段も、今

年は結構取れているのですけれども、そんなに下

がっていません。というの!は、全体的に肉牛も増

えて、草が本当に足りない状態ですから、公共草

地は預託だけでなくて、草を供給するというか、

餌を供給する部分でもまだ活用できると僕は思っ

ています。その地形にもよるのですけれども、放

牧で使うところ、採草で使うところ、めりはりよ

くやれば、まだまだ活用できるので、はないかと思

います。

司会:はい、ありがとうございます。安武さん、

お願いいたします。爆弾発言をお願いいたします。

安武:三枝さんが最初に言われたことはかなり厳

しいご指摘だと思います。過去に、私も話の中で

最後に言いましたけれども、やはり画一的な行政

をやったと。要は、どこでも公共牧場を作るのが

いいのだという形で、そういう鼓舞をした結果、

末端もそれについて、それに乗ってきて、草地開

発をしていったという、そういう反省は今になっ

てみればあるのです。ただ、国の税金をこれだけ

使ったわけですから、そのお金を使った財産を現

状ではいかにうまく利用するかということは、や

はり残された人々の絶対的な使命だと思います。

そう考えるときに、では地域によってはウシがい

なくなっているとか、どうしても、いわゆる公共

牧場、ウシだけに利用させる牧場としては不適な

ところがあるという場面もあるのではないかと思

います。そういうときは、今、三宅さんが言われ

たような、別の、飼料基盤としては大切な資源で

すから、これをうまく使うということは、どうし

ても、ただそれを放置するということではやはり

許されないのだ、ろうと思いますので、地域で知恵

を絞ってうまく使っていくと。それはやはり、そ

この地域の一番トップの人が地域全体を考えて、

その牧場をどういう方向に持っていくかというこ

とを考える必要があるし、ではその上に立つ人に

任せればいいのだということではなくて、やはり

牧場に携わっている職員の方々が、どうすればい

いかということを一人一人が真剣に考えて、それ

を上に突き上げていくという形でこれから対応す

る必要があるのではないかという気がします。

いずれにしても、われわれの過去の対応では、

若干画一的な行政、間違ったというか、それなり

に問題を起こしたということはあるかと思います

けれども、今になってみて、その試算は、これだ
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け自自合飼料基盤は必要だということを叫ばれてい

る時期ですから、何らかの形で使うという、その

知恵を絞っていく必要があるのではないかと思い

ます。以上です。

司会:はい、どうもありがとうございます。三枝

さん、いかがですか。

三枝:あまり爆弾発言はなかったのですけれども。

まず今、草地としてある、草地については、どう

いうふうに草資源を有効に使っていくかというこ

とを第一に考えて、そのほかに、先ほど、三宅さ

んが言われたように、どうしても維持不可能なと

ころはどうするかという土地利用評価の研究もあ

る程度必要なのだろうということがわかりました。

司会:はい、ありがとうござ、います。今の問題で

もよろしいですし、ほかのもう少し広がった問題

でもよろしいです。フロアから何かご意見ござい

ませんか。はい、どうぞ。マイクを。

佐藤:畜産試験場の佐藤です。この春、十勝のほ

うの旧流通普及部というか、普及関係のほうに、

今、配属になっています。おかげでいろいろな公

共牧場を回らせていただ、いています。三宅場長が

時々口にしていただいたのですけれども、かなり

人によるところが大きいと。わかりやすく言うと、

技術、情報はあるのです。マニュアルなどはいっ

ぱいあるのですけれども、変えられないのです。

三宅場長のように、ず、っと一貫してトップの方、

技術者として一貫した姿勢でやれる場合は改善さ

さっていくのです。だけれども、同じ市町村へと

か、もしくは農協へとかでも、例えば牧場長や技

術者の人が人事的にころころ変わってしまったり

するのです。短い期間で、替わってしまうと何が起

きるかというと、結局、現場の親方は、若い時か

ら、おれはここでもう40年もやっているという方

がいらっしゃいまして、その人たちが、ぽっと 5

年ぶりに新しい場長さんが来ても全然言うことを

聞かないというのが現状です。つまり変えられな

いのです。ですから、それをどう変えるか。でも、

人事的なものは、例えば町の事情などもあります

から、それを実際に技術的なものを導入して変え

るにはどうしたらいいかというと、今までは、わ

れわれ、情報、マニュアルとか何とかという形で、

例えば町役場とか、そういう技術系で、いっていた

のですけれども、ほとんど素人さんみたいな人が

例えば牧場長となったら、その人のところに入っ

ていって、今、ここに会場におられる技術者の人

が入ってサポートして、それで、現場で成功例を積

むと、現場の親方さんが、で、はやってみょうかと

言って、やっと新しい技術が入ってくるという、

現状そういう体制です。ですから、情報の受け渡

しというところから、実際に現場に入って一緒に

改善していくというところから取り組んで、、人に

よるところもあります。それは八木さんの技術で

あったり、大坂さんの技術であったり、いろいろ

とあるわけです。パーツはあるのですけれども、

それを体系的に導入して、実証してあげるという

システムが、今、機能していないと思うので、実

際にここにおられる方、私も含めですけれども、

入って一緒に作業して技術を導入していくことが

大事ではないかと思います。

司会:はい、貴重なご意見をありがとうございま

した。お二方いらっしゃいます。そうしたら、お

若いほうから先に。泉さん。

泉:現場の三宅場長にお聞きしたいのですが、今

年は特にちょうどそういう問題があったかと思い

ます。今年の入牧の時季はちょうど九州のほうで

口蹄疫が猛威をふるっていた時季で、ああいつた

伝染性の病気が大発生しているような時季だった

り、あるいは最近、白血病の問題などもあるので

すけれども、そういった病気が怖くて、使いたい

のだけれども、外に出すとそういうのをもらって

きたら困るしというような、それが預託を増やす

ことのできない足かせになっているような現状み

たいなことはないでしょうか。

三宅:私の浦幌町では、一応、うちの町のウシが

ほとんどなものですから、そういうことは、今回

はありませんでした。 10年前に口蹄疫が前回発生
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した時には、入牧を遅らせたりして、様子を見な

がらやりました。農家さんのほうが逆に早く入れ

てくれということで、この間も公共牧場の集まり

がありまして、研修会があったのですけれども、

その時も今と同じ話が出ました。私の意見として

は、道外、町外から入れている牧場さんもたくさ

んありますので、本当はこれは言ってはいけない

のですが、本来、僕のところがいっぱいだから言

うわけではないのですけれども、家畜はやはり核

で飼うべきだと思っています。町内のウシだけを

扱っている、近隣だけを預かっているのであれば、

万が一、口蹄疫に限らず、何かの病気が出たとし

ても、理解が得られると思うのです。これが九州

で、他府県から来て、それがもとで町内のウシが

被害を被ったとなると、やはり役場の所有の牧場

がほとんどですから、やはり議会関係も問題にな

ります。病気のことではそんなようなことです。

ただ、数年前からヨーネで牧場の利用はかなり

落ちたという牧場は何カ所も出ています。うちは

ないのですけれども、万が一出た場合は、うちは

こういうふうにしようというのは一応想定はして

いますけれども、やはりヨーネが出ると、なかな

かお客さんが減って困っている牧場さんが結構あ

ります。それが現状です。

司会:よろしいですか。そうしたら、須山先生。

今のは酪農大学の泉先生でした。所属とお名前を

お願いいたします。

須山:畜産技術協会の須山と申します。先ほど佐

藤さんがおっしゃっていた話に関連して、私は多

分、人の問題うんぬんを言っておられるけれども、

これはもう民営化という話だろうと実は思ってい

ます。赤字とか何とか、赤字でなければというよ

うな話、赤字が問題だという話をしているけれど

も、浦幌の三宅さんが先ほどおっしゃっていたよ

うに、要は黒字になればいいわけですから、そこ

のところが生き残れるかどうか、あるいは必要と

されるかどうかの鍵になってくる。そこまで行け

ば、現場の親方がどんなに言おうが、ともかくも

うけるために何するかという話になってくれば、

これはもうガラッと変わってくるだろうと。その

時に、運営として、三宅さんのお話がすごく面白

かったと思っていて、やはり現場の人とも話し合

ったり、農家の人とも話し合ったりしながら、問

題を見つけてニーズをやっていると。確かに日本

の中でも模範の公共牧場です。そこが今度、社長

になられて、民営化されるというのはすごく期待

もあります。そういうふうに民営化したときに、

公共性というやつをいったいどこでどういうふう

に担保していくのかというのが次の話になるかと

思います。

あとは、どれだけ必要かは、多分、北海道で公

共牧場というか、そういう育成部門を引き受ける、

分化していくという話がどれだけできるのかとい

うところはあると思います。そういう観点、でお聞

きしたいのは、三宅さんの最後のところで、放牧

で足腰を作るしこれがいいのだと言ってらっし

ゃる。それから、大坂さんが最後のところで、い

つ放牧をさせたらいいのかという。大坂さんの話

は栄養的な観点、からず、っと言っているわけですけ

れども、そういうところに放牧の持っている、足

腰を良くするとか、 トータルとして元気になると

か、子ども時代にそうやって放牧することによっ

て非常にウシが良くなるとか、その辺りのところ

について何かお話が聞けたらと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。

司会:はい、ありがとうございます。そうしたら、

大坂さん。もし何かコメントがございましたら、

三宅さん、もしくは八木さんからいただきたいと

思、います。まず大坂さん、お願いいたします。

大坂:はい。足腰うんぬんで、放牧はかなり運動

するということに関しては、申し訳ないで、すが、

話としてはありますということです。それを実際

にどういうことで、どういう研究でそれをきちん

と証明したというのは、なかなかそれは見えてこ

ない。現場のほうで、経験的にこういうふうに動

かしたほうが、この辺りがこういうふうに大きく

qu 
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なるとか、非常に足に問題がないのだという話だ

けは聞くのですが、それをうまく、先ほどの繰り

返しですが、試験にうまくなっているものはない。

ただ、私の個人的な経験でいくと、間違いなく運

動の意味合いというのは非常に大きいので、はない

かと思っています。それは育成ということもさる

ことながら、例えば乾乳期の状況の時に体を動か

してあげる。すぐ私は人間のほうに置き換えてし

まうのですが、いわゆる妊婦さんがある程度の運

動をさせるということに対しての、分娩というこ

とに対してはかなりいい作用があるので、はないか

と思っています。ただ、これは私が思っています

という話です。

司会:そうしたら、会場に秦先生がいらっしゃい

ます。秦先生は確か舎飼いと放牧で増体重が一緒

になるようにしてやって、今、ちょうどその問題

の実験をおやりになって結果を出されていると思

うのですけれども、その辺りをもしご紹介いただ

ければと思うのですけれども。

秦:そういう実験をやりました。結果から言うと、

放牧したほう、体高などには出てこないのですけ

れども、体成分、体の中身が変わっている。やは

り放牧したほうがたんぱく質や筋肉が多くなって、

放牧、舎飼いで、濃厚飼料で、飼ったほうが脂肪が多

くなるということが出ているし、内分泌のほうも

そういう形です。あと、ついでで言えば、ちょう

ど青木さんがいるので、青木さんはもっと運動の

ことをやっていますので、その点は青木さんにお

願いしたいと思います。

司会:三宅さんに行く前に青木先生、お願いいた

します。

青木:北海道農業研究センターの青木と申します。

以前、畜産草地研究所、当時はまだ草地試験所だ

ったかもしれないのですけれども、いたことがあ

ります。乳牛ではなくて、放牧で肥育素牛を育成

して、それが産肉成績にどういうふうになるかと

いうことを、まさに秦先生がおっしゃったような

ことをやったことがあります。その時にわかった

こととして、確かにいい成分、筋肉が増えるとか、

そういうこともありました。それから、あとは、

草をよく食べるということで、内臓の発達が促せ

るということもありました。一胃、ルーメンの繊

毛であるとか、小腸の、もう忘れました。とにか

く内1蔵にとっていいことカまあると。

それから、もう一つ、体の中に取り込まれた栄

養素がどういうふうに体で利用されるかというこ

とを、血液の中にグルコースを注入してみたとこ

ろ、運動していたほうが、それが早く消えると。

いわゆる人間で言う、糖尿病の状態が解消される

ということがウシでも確認されまして、恐らくそ

ういったことが、放牧育成の終わったあとに代償

発育をしていくところで栄養素を有効に利用でき

る体になっているのだろうということを生理的な

面から調べたことがありました。そういったメリ

ットについては、確か畜産草地研究所のほうで、

放牧の手引きとかいう小冊子になって、放牧効果

とか、そんなこともPRしていたように思います。

そういったことが公共牧場を利用する側にとって

一つの材料になればと思って、北農研のほうヘ転

勤してきたような事情です。以上です。

司会:ありがとうございます。それではその辺り

をまとめて、三宅先生、お願いいたします。

三宅:今日は被告人席に座ったような。先ほどの

お話で、質問で、はなかったのですけれども、これ

から民営化になって、ガパガバ金をもうけて、今

度来る時にはベンツか何かで来るのかなという話

でした。これは余談ですけれども、うちが黒字経

営で来たものですから、今回、指定管理者制度で

外部委託にするということで、議会でも少し事前

にもめました。なぜ出さなくていいものを出すの

かということ。ただ、役場がもともとやるシステ

ムが行政にはないのです、こういう公共牧場。本

来、僕の感覚では、農協がやる仕事だと思ってい

ます。そういうことで、民営化にしていくという

ことで、そうなると、次々出てくるのが、もうけ

すぎたらどうするのだとか、いろいろな心配をし
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てくれました。先ほど言ったように、昨日議決さ

れたので、あとは見ていろよという話です。そう

いうことで、黒字は黒字で少し問題があるという

ことで押さえておいてほしいと思います。

それで、、今のお話ですけれども、運動の効果で、

うちが牧場を始めたころに、やはりデータが欲し

くて、いろいろな測定をしました。その時に、数

字は覚えていないのですけれども、放牧を全然し

ていないウシと、うちで初産まで、に仕上がったウ

シの入牧から退牧まで、の管囲を測っていたことが

あります。足首のところ。これが放牧していない

ウシとしているウシでは全然違っているわけです。

ですから、足腰もできてくるという判断になりま

した。あとは、農家から、ず、っと舎飼いにいたや

つが牧場に来ると蹄病になりやすいです。世間腐

嫡なり、足首のねんざだとか、いろいろな足の病

気が出やすいです。けれども、放牧をきちんとや

っている、例えば、前の年に放牧して、越冬して

次の年また放牧したウシは、まず、蹄病も含めて、

病気の関係で問題はまったく起こしません。です

から、どこがどうだというのはよくわからないの

ですけれども、かなり体は丈夫になる、強健な体

ができるのだと僕らは思っています。

それと、一番は、舎飼いよりもいいというのは、

放牧に出ると、餌を自分の好きなものを自分の好

きなだけ選択して食べられるというのが非常にい

いかと思っています。これが、先ほど大坂さんが

言いかけた、本当は栄養価のないやつでも、タン

パクの高い時期にはそれを食べて調整するとかと

いうこともできます。それで、先ほどの話の中で、

ステージの違うものがある草地のほうがいいです

ねということです。

放牧にはそういうこともありますけれども、た

だ、リスクもあります。あまり早い時期に放牧に

出してしまうと、特に急傾斜地で、全部が全部で

はないので、すけれども、発育にこじれを起こす率

が高くなります。ですから、ある時期でないとう

ちは出さないということで、うちも一応会社にな

ったので、これ以上は勘弁してほしいのですけれ

ども。

司会:これ以上についてはギャラが発生するそう

です。はい、ではどうぞ、先生。

安武:須山さんから、これから公共牧場は経営を

公的機関から株式会社などにすることによっても

うければいいのだという、そういう発想でいいの

かということ。では公共性はどこにあるのだとい

う、そういう指摘があったと思います。基本的に

公共牧場の経営をどういう形にするかというのは、

それは地域が考えればいいことで、要は、経営の

柔軟性を高めるのが、公的機関からそれ以外の機

関に経営を移転することだろうと思います。それ

がもうけ主義ということではないだろうと思うの

ですけれども、要は、公的機関ではどうしてもや

はり管理の硬直性があるので、それを柔軟な経営

に転換すると、そういう意味での経営の見直しと

いう、管理者の見直しということになるだろうと

思います。

そうすると、では例えば株式会社みたいなこと

になったら、公益性というのはどこにあるのだと

いうご指摘もあるわけですけれども、これはやは

り基本的に、土地そのものに公益性があるのだろ

うと思います。われわれは昔、畜産局時代にいろ

いろと議論した時に、畜産の振興は何のためにあ

るのだということを言ったときに、やはりわが国

の土地をいかに良好な状態で守るのかという発想、

でいろいろと施策をしていったということがあり

ます。従って、土地そのものがそういう草地の状

態であること、それはもうすなわち公益材、公共

財だという認識で、やっていれば、それをどういう

形で使おうが、それは地域の中で公益性のある仕

事であると、そういう理解をすればいいのではな

いかと私は思います。以上です。

司会:どうぞ。

三宅:今の件に関しまして、肝心なことを言わな

いで申し訳なかったで、す。一応、今回、指定管理

者制度を使ってうちが外部委託になるのですけれ
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ども、その時に、牧場の持ち物はもちろん町のも

のですから、町との協定書なり、契約書で、こう

いうことをやってください、最低はこういうこと

をやってくださいということは全部列記されてい

ますので、それで公共性は十分に担保されている

と思います。その中で、勝手なことはしては駄目

だよと暗に書いてありますので、その辺りは大丈

夫だと思います。

少し偉そうですけれども、僕はもともと役場の

職員ですから、やはりその問、民間がやるよりも、

一回僕らがやったほうが公共性のある形での民問

委託という形が作れるかというのを考えたのです。

司会:はい。確かにその通りです。それから、公

共性というのも、先ほどの三宅さんの話にありま

したけれども、自治体の中で、同じような気候風

土であっても、隣だったらもうそれは、税金を払

つてないやつのものをなぜ面倒見なければいけな

いのだということもありますし、農協の管轄で、

まったく同じようなところで、こちらは草が足り

ない、こちらはあるとしても、組合費を払ってい

ないやつの面倒をなぜ見なきゃいけないのだとい

う部分もあって、そういう意味では、逆に民間の

ほうが、または半官半民のほうがやりやすいと思

ったりもしています。

さて、いよいよ時間がなくなりましたけれども、

最後に、私は是非この問題を述べておきたいとい

う方はいらっしゃいませんか。はい、どうぞ。

千葉:北海道開発局の千葉です。 20数年前、安武

さんの指導の下に草地開発の最後の部分をやらせ

ていただいたことを懐かしく思い出しました。そ

れから20年たちまして、公共牧場のいろいろなフ

ァンクションというものも広がって、新たな役割

みたいなものも出てきたのだろうというのが、よ

く今日、わかりました。また、これからも公共性

というものを持って牧場を機関として生かしてい

くと、そういうことにわれわれ、また行政のほう

としても知恵を使っていかなければいけないとい

うことを思いました。感想ですけれども、まだま

だ公共牧場はこれからやることがあるぞと思いま

す。

司会:はい、ありがとうございました。ちょうど

いいまとめでした。

さて、今日のお話、 4題いただきましたけれど

も、そもそもの公共牧場の意義、国政としてこう

やるべきだろうというのは、それはそれなりにあ

ったと思います。それから、三宅先生のほうから

出てきたのは非常に明確なビジネスモデルでした。

こうやってやる以上、それを踏まえたら、こうい

うビジネスにすればきっちり黒になるし、それが

できないのだったら、大坂さんや八木さんが言っ

たような点での技術というのをもう一回見直すべ

きだろうという、そういったところで話がまとめ

られるかと思いました。

実際、この問題はまだまだ大きくて、今日やり

残した問題、 1時間では到底話せなかったのは、

例えば更新の問題があります。更新はしなければ

ならないというのと、更新などしなくていいとい

う話が、今日は錯綜していました。それから、窒

素、リン酸、カリの問題も、指摘としては、やっ

ていないのがあるというのと、そんなものやる必

要がないという話も、実は内々でそれぞれの発表

の中にありました。こういう問題を扱い始めると、

まだ1時間2時間話をしなければならないかと思

いますが、今日は公共牧場を再考するという意味

で、技術に裏打ちされたビジネスモデルという、

一つの言い方があるのだというところで今日のシ

ンポジウムを終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。

最後に演者の皆さんに、講演者にもう一回拍手

をお願いいたします。どうもありがとうございま

した。
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